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誓いの言葉を述べた一瀬美和さん誓いの言葉を述べた一瀬美和さん

■山梨県消防協会会長表彰■山梨県消防協会会長表彰
《甲種功労章》深澤憲稔、齋藤仁志《甲種功労章》深澤憲稔、齋藤仁志
《乙種功労章》　河野　正、松岡秀典、丹澤浩平、水上朋哉《乙種功労章》　河野　正、松岡秀典、丹澤浩平、水上朋哉
由井雅通、一由井雅通、一瀨瀨　達、樋川彰一、深澤幹也、丹沢一也　達、樋川彰一、深澤幹也、丹沢一也
志村祐太朗、小澤　元志村祐太朗、小澤　元

■山梨県峡南地域県民センター所長表彰■山梨県峡南地域県民センター所長表彰
《功労章》秋山たかし、芦沢　司、佐野孝之《功労章》秋山たかし、芦沢　司、佐野孝之

■峡南広域行政組合消防本部消防長表彰■峡南広域行政組合消防本部消防長表彰
伊藤文雄、大竹一仁伊藤文雄、大竹一仁

■山梨県防犯協会鰍沢支部長表彰■山梨県防犯協会鰍沢支部長表彰
《防犯功労章》大原辰雄、塩島珠男、齋藤仁志《防犯功労章》大原辰雄、塩島珠男、齋藤仁志

■山梨県消防協会峡南支部長表彰■山梨県消防協会峡南支部長表彰
樋口祐介、村松秀俊、大原辰雄、塩島珠男、丹沢昭人樋口祐介、村松秀俊、大原辰雄、塩島珠男、丹沢昭人
岩下康雄、水上祐太、深澤佳史、両角紀宏、村松健一岩下康雄、水上祐太、深澤佳史、両角紀宏、村松健一

■市川三郷町長表彰■市川三郷町長表彰
《35 年勤続功労章》池川嘉一、小澤　元《35 年勤続功労章》池川嘉一、小澤　元
《30 年勤続功労章》中込　章《30 年勤続功労章》中込　章
《25 年勤続功労章》深澤憲稔、岸本　司、伊藤広文《25 年勤続功労章》深澤憲稔、岸本　司、伊藤広文
小林和人、長田英一、岩下健太郎、塩島孝典、小林和人、長田英一、岩下健太郎、塩島孝典、長倉建作長倉建作
土橋昭彦、丸山高仁、佐野善一、上田暁大土橋昭彦、丸山高仁、佐野善一、上田暁大

《20 年勤続功労章》丹沢茂弘、深澤幹也、丹沢一也《20 年勤続功労章》丹沢茂弘、深澤幹也、丹沢一也
加藤一徳、渡辺真二、若林　良、相川英樹、立川　淳加藤一徳、渡辺真二、若林　良、相川英樹、立川　淳
市川朝徳、原田和久、依田　亘市川朝徳、原田和久、依田　亘

《15 年勤続功労章》伊藤文雄、河野　正、笠井邦将《15 年勤続功労章》伊藤文雄、河野　正、笠井邦将
水上祐太、樋川彰一、渡辺　諭、長倉豊勝、丹沢政司水上祐太、樋川彰一、渡辺　諭、長倉豊勝、丹沢政司
鈴木　修、石原和幸、丹沢卓史、塩島宏孝、長田勝輝鈴木　修、石原和幸、丹沢卓史、塩島宏孝、長田勝輝
渡邉広太、芹沢友樹、伊藤　悠、遠藤友哉、松井颯大渡邉広太、芹沢友樹、伊藤　悠、遠藤友哉、松井颯大
井上尚希井上尚希

■市川三郷町消防団長表彰■市川三郷町消防団長表彰
《団体》  第３分団、第６分団、第１０分団《団体》  第３分団、第６分団、第１０分団
《10 年勤続功労章》由井雅通、望月雅司、砂田康裕《10 年勤続功労章》由井雅通、望月雅司、砂田康裕
松野　涼、土橋幸介、丹沢英仁、来城　聡、芦沢祐弥松野　涼、土橋幸介、丹沢英仁、来城　聡、芦沢祐弥
加藤幸大加藤幸大

出初式出初式
令和８年令和８年市川三郷町消防団市川三郷町消防団

　新春を飾る町消防団出初式が 1 月４日、町生涯学習センター多目的ホールで行
われました。式典には女性消防隊を含む、消防団員３１７人が参加し、優良消防
団員の表彰などが行われ、消防団員の士気を高めました。今年も消防団は、地
域の皆さまが安心して暮らせるように防火に対する啓発活動や訓練に励みます。

▪▪消防団員各種表彰者消防団員各種表彰者（順不同・敬称略）（順不同・敬称略）

▲ 市 川 三 郷 町 長▲ 市 川 三 郷 町 長
表彰表彰  代表 小澤　元代表 小澤　元

▲県民センター所長▲県民センター所長
表彰 代表 秋山たかし表彰 代表 秋山たかし

▲▲県消防協会峡南支部長県消防協会峡南支部長
表彰 代表 樋口祐介表彰 代表 樋口祐介

▲▲ 消 防 本 部 消 防 長消 防 本 部 消 防 長
表彰 代表 大竹一仁表彰 代表 大竹一仁

▲▲山梨県防犯協会鰍沢支部長山梨県防犯協会鰍沢支部長
表彰 代表 大原辰雄表彰 代表 大原辰雄

▲▲山梨県消防協会会長山梨県消防協会会長
表彰 代表 齋藤仁志表彰 代表 齋藤仁志

▲市川三郷町消防団長▲市川三郷町消防団長
表彰 代表 望月雅司表彰 代表 望月雅司

あいさつを述べる諏訪団長あいさつを述べる諏訪団長
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20 歳になったら国民年金20歳になったら国民年金
　国民年金は、老後の生活や、事故・病気により障害が残ったとき、家族
の働き手が亡くなったときなど、いざというときの生活を、社会全体で支え
ようという考えで作られた仕組みです。

将来の大きな支え
　国民年金は２０歳から６０歳までの方が加入します。国の運営で安定しています。
また、年金の給付は生涯にわたって保障されます。

老後のためだけではない
　国民年金には老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残ったと
きに受け取れます。また遺族年金は、加入者が死亡した場合にその加入者により生計を維持されていた遺族（「子
のある配偶者」や「子」）が受け取れます。

POINT!POINT!

学生納付特例制度
　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定以下の場合、保
険料の納付が猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する

大学（大学院）、短期大学、高等学校などに在学する方です。

納付猶予制度
　学生でない５０歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国
民年金保険料の納付が猶予される制度です。

猶予制度もあります猶予制度もあります 【問い合わせ】

竜王年金事務所 

☎ 055-278-1100

町町民課

国保年金係

 ☎ 055-272-1105
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町県民税の申告書を送付します！
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あなたは申告が必要？あなたは申告が必要？
申告簡易フローチャート申告簡易フローチャート
・このフローチャートは、簡易的に申告が必要か判定するものです。・このフローチャートは、簡易的に申告が必要か判定するものです。
・令和７年中（令和７年１月１日から１２月３１日まで）の収入内容で判定して下さい。・令和７年中（令和７年１月１日から１２月３１日まで）の収入内容で判定して下さい。
・年齢は令和８年１月１日現在の年齢で判定して下さい。・年齢は令和８年１月１日現在の年齢で判定して下さい。
・所得税の還付申告を受ける場合、下表に関わらず確定申告が必要です。・所得税の還付申告を受ける場合、下表に関わらず確定申告が必要です。
　（確定申告をされた場合は町県民税の申告書の提出は不要）　（確定申告をされた場合は町県民税の申告書の提出は不要）
・「収入」とは総支給額のことで、「所得」とは収入から必要経費等を差し引いた額です。・「収入」とは総支給額のことで、「所得」とは収入から必要経費等を差し引いた額です。

収入がない方
遺族年金・障害年金・失業給付金等の非課税収入のみの方

町県民税申告

※�収入がなく（非課税収入のみの場合を含む）、申告をしなかった場合、国民健康保険・後期高
齢者医療保険・介護保険・障害福祉サービス等の所得判定等に影響がでる場合があります。

主
に
公
的
年
金
収
入
の
方

年金収入が年間１４８万円以下（６５歳未満は年間９８万円以下）の方 申告不要

・�年金収入が年間１４８万円超（６５歳未満は年間９８万円超）、
４００万円以下で医療費控除等の各種控除を受ける方

・�年金収入が年間４００万円以下で、他の所得（２０万円以下 )
がある方

・年金収入以外の所得が２０万円超の方
・年金収入が年間４００万円超の方

町県民税申告

確定申告

主
に
給
与
収
入
の
方

給与収入が１か所のみで、年末調整済みの方 申告不要

給与収入以外に、２０万円以下の所得がある方

・退職等で年末調整が済んでいない方
・年末調整の内容に変更がある方
・�２か所以上から給与収入があり、年末調整が済んでいない

給与収入とその他の所得の合計額が２０万円超の方
・給与収入が年間２，０００万円超の方
・医療費控除や寄附金控除等の各種控除を受ける方
・給与収入以外に、２０万円超の所得がある方

町県民税申告

確定申告

営業・農業・不動産・雑・
一時・配当 ( 総合課税 )
収入の方

所得金額より控除金額が多い場合

所得金額より控除金額が少ない場合

町県民税申告

確定申告

〇営業、農業、不動産業の方で、初めて確定申告をされる方
〇住宅借入金等特別控除を初めて申告される方
〇雑損控除、先物取引、仮想通貨等の申告をされる方
〇譲渡等 ( 土地・建物・株式等 ) の申告をされる方
○相続税・贈与税・消費税の申告

鰍沢税務署
で

確定申告

確定申告？町県民税申告？確定申告？町県民税申告？

受
付
不
可

受
付
不
可

　　町では、令和６年中の収入などの情報をもとに申告が必要と思われる方に対し、

町県民税の申告書を送付します。（２月上旬送付予定）

　　申告書が送付されなくても、収入が「０」になった、扶養親族に変更があった、

年金を受給するようになったなどの場合は、申告書の提出が必要になる場合があ

ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

２２月月１１６６日日月月～～３３月月１１６６日日月月※平日のみ※平日のみ

【場　　所】  【場　　所】  鰍沢税務署鰍沢税務署
【受付時間】  【受付時間】  午午前８時前８時３３００分分～～午午後４後４時時（提出は午後５時まで）（提出は午後５時まで）
※※ LINE でのオンライン事前予約が必要LINE でのオンライン事前予約が必要です。です。

※※��会場でも当日の会場でも当日の入場整理券を配布します入場整理券を配布します
が、長時間お待ちいただく場合があります。が、長時間お待ちいただく場合があります。

詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。

２２月月１１６６日日月月～～３３月月１１６６日日月月※平日のみ※平日のみ

【場　　所】  【場　　所】  町役場 １階大会議室町役場 １階大会議室
【受付時間】【受付時間】      午午前９時前９時００００分分～～１１１１時時３３００分分

　　　　　   午　　　　　   午後後１時１時３３００分～分～　　３時３時３３００分分
※�町税務課、六郷出張所で随時提出可。※�町税務課、六郷出張所で随時提出可。
※申告内容が複雑な場合は、税務署での※申告内容が複雑な場合は、税務署での
申告をお願いする場合があります。申告をお願いする場合があります。

詳しくは町ホームページをご覧下さい。

郵送や収受箱への投函で、土日でも提出ができます。

郵送または収受箱へ投函

【郵送で提出する場合の宛先】

確定申告書
『東京国税局業務センター甲府分室 〒 400-8541 甲府

市丸の内 1-1-18 甲府合同庁舎内』
町県民税申告書

『市川三郷町役場税務課 〒 409-3601 西八代郡市川三
郷町市川大門 1790-3』

e-Tax（電子申告）で提出
インターネットから自宅でいつでも申告ができます。
マイナンバーカードと、マイナンバーカー
ドの２つのパスワードを使用します。

詳しくはe-Taxホームページをご覧下さい。

税　　目 令和７年分の申告書
提出期限及び納税期限

申告所得税及び
復興特別所得税 ３月１６日月

消費税及び地方消費税
（個人事業者） ３月３１日火

贈  与  税 ３月１６日月
☑�令和７年分還付申告書は、受付中です。

確定申告確定申告のの提出方法提出方法

町町でのでの

土地・建物・株式等の売却・贈与についての申告・相談は、
火曜日、木曜日及び３月１６日（月）のみ受付（事前予約必須）

町の申告相談会

所得税・個人消費税・贈与税の
確定申告書作成会場開設
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